
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺による死亡率）は、主要先進７か国の中で最も高く、自殺者数の累計は

毎年２万人を超える水準です。そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、平成 28年に自

殺対策基本法が改正され、すべての市町村が「自殺対策計画」を策定することとされました。 

自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべく、そして誰もが自殺対策に関する必要な支援を受けられ

るよう、この度「岸和田市いのち支える自殺対策計画」を策定しました。 

この計画では、本市における自殺に関する情報を収集・分析のうえ、課題を抽出し、全庁的に取り組むべき施策を明確に

しています。 

総合的に自殺対策を推進することにより、市民一人ひとりがかけがえのない命を大切に考え、ともに支えあう地域社会の

実現を目指します。 

誰も自殺に追い込まれることのない「生き心地の良い社会」の実現 

   の実現を目指して 
（１）生きることの包括的な支援として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪とした推進 

（５）関係機関の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 

 

 

 

基本方針 

基本理念 

 

 

①地域における連携とネットワークの強化 

②自殺対策を支える人材育成の強化 

③市民への啓発と周知 

④生きることへの促進要因への支援 

⑤児童・生徒の「ＳＯＳの出し方に関する教育」 

Ⅱ 重点施策 Ⅰ 基本施策 

●高齢者への対策 

●生活困窮者への対策   

●勤務・経営関係の対策 

いのち支える 

自殺対策施策 

本市の自殺対策の推進体制における意思決定機関は、市長が本部長を務める「「岸和田市いのち支える自殺対策推進本部」

です。 

推進本部は、庁内すべての部局長で構成されており、全庁的な取組みとして自殺対策を推進します。推進本部での決定

事項は、それぞれの部局で実施する事業に速やかに反映させ、各課が有機的に連携し実施していきます。 

また、自殺対策においては、医療・保健・生活・福祉・教育・労働等に関する様々な関係機関のネットワークづくりが

重要です。 

本市では、市民・団体等の自殺対策関係機関で構成された「岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議」において、

関係機関相互の連携や情報交換、情報の共有化を図り、自殺対策を総合的かつ効果的に推進します。 

計画の進捗状況管理については、毎年度施策の実施状況や目標の達成状況の把握を行い、成果動向を、岸和田市いのち

支える自殺対策推進本部に報告し評価します。評価結果に基づいて必要により、計画の見直し及び改善を行います。 

 

 

自殺対策関係機関 推進体制 

岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議 

庁内推進体制 

岸和田市いのち支える 

自殺対策推進本部 

概要版 

【発行】令和２年３月 

【編集】岸和田市保健部健康推進課 

〒596-0045 岸和田市別所町 3丁目 12番 1号 

電 話 072-423-8811  ＦＡＸ 072-423-8833 

計画の推進体制 

いのち支える自殺対策計画 

計画の期間 令和２年度から令和６年度の５年間 

 

 

目標 

～誰も自殺に追い込まれることのない岸和田を目指して～ 

 令和５年（平成 30 年から令和４年平均）の自殺死亡率（人口 10 万対）が、
平成 30 年（平成 25 年から平成 29 年平均）の 16.1 に比べて、減少すること
を目標とします。 

 

行政関係各課 

・保健部介護保険課     

・福祉部福祉政策課  

・福祉部生活福祉課     

・福祉部障害者支援課 

・総合政策部広報広聴課 

（市民相談室） 

・総務部人事課       

・市民環境部自治振興課 

・市民環境部自治振興課 

（消費生活ｾﾝﾀｰ） 

・

・

 

・     

・

・  

・魅力創造部産業政策課   

・学校教育部学校教育課 

・学校教育部人権教育課   

・生涯学習部生涯学習課 

・市立岸和田市民病院    

・岸和田市消防本部 

・事務局：保健部健康推進課 

 

 

 

【構成機関】 
・岸和田市医師会      

・岸和田市歯科医師会  

・岸和田市薬剤師会     

・大阪府岸和田警察署  

・大阪府岸和田子ども 

家庭センター 

・大阪府岸和田保健所  

・岸和田市民生委員児童

委員協議会 

・岸和田市社会福祉協議会 

・岸和田市地域包括支援

センター社協 

・岸和田市地域包括支援

センターいなば荘北部 

・岸和田市地域包括支援

センターいなば荘牛滝の谷 

・岸和田市地域包括支援

センター萬寿園中部 

・岸和田市地域包括支援

センター萬寿園葛城の谷 

・岸和田市地域包括支援

センター社協久米田 

・相談室きしわだ 

・地域活動支援センター

かけはし 

・相談センター社協のだ 

 

本部長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本部員：全部局長 

 

総合政策部 

総務部 

財務部 

市民環境部 

危機管理部 

福祉部 

保健部 

子育て応援部 

魅力創造部 

まちづくり推進部 

建設部 

公営競技事業所 

市民病院事務局 

会計管理者 

上下水道局 

市議会事務局 

教育総務部 

学校教育部 

生涯学習部 

選挙管理委員会事務局・監査事務局 

消防本部 

（医療・福祉・住民団体等・行政関係機関・庁内関係機関） 

 

↑「岸和田市いのち支える自殺対策計画」 
ホームページQRコード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

重

点

施

策 
 

１ 高齢者への対策 

（１）高齢者への「生きるための支援」の充実と啓発、連携体制の充実 

（２）高齢者支援に携わる人材の養成 

（３）高齢者の健康づくり、社会参加及び居場所づくりの推進 

２ 生活困窮者への対策 

（１）生活困窮者自立相談支援事業との連動 

（２）生活困窮者に対する生きる支援の推進と連携の強化 

（３）生活困窮者支援に携わる人材の養成 

３ 勤務・経営関係の対策 

（１）労働問題による自殺リスクの低減に向けた相談体制の強化 

（２）働く世代のこころとからだの健康づくりの普及啓発 

（３）働く世代の生きがいづくりへの支援 

Ⅰ 

基

本

施

策 
 

１ 地域における連携とネットワークの強化 

（１）相談しやすい窓口、体制の充実 

（２）関係機関が自殺対策を理解して連携する 

２ 自殺対策を支える人材育成の強化 

（１）市職員、関係機関の様々な職種を対象とするゲートキーパー養成研修の実施 

（２）市民や、地域各種団体へのゲートキーパー養成研修の実施 

（３）専門職のスキルアップを目指した研修の実施 

（４）支援者支援の推進 

３ 市民への啓発と周知 

（１）「生きるための支援」に関する情報の発信 

（２）リーフレットやホームページ等を活用した周知方法の充実 

（３）こころとからだの健康づくりについての啓発 

４ 生きることへの促進要因への支援 

（１）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

（２）子どもや家族に対する教育・相談体制の充実と安心できる居場所づくり 

（３）若年層に対する相談支援 

（４）自殺未遂者と家族への支援 

（５）遺された人への支援 

（６）こころとからだの健康づくりの推進 

（７）生きがいづくりへの支援 

５ 児童・生徒の「SOS の出し方に関する教育」 

（１）いのちの大切さを学び自己肯定感を高めるような教育の実施 

（２）困難やストレスへの対処方法を知り、ＳＯＳを発信するための教育の実施 

（３）ＳＯＳを受け止める側の支援体制の充実 

上の図は、特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンクが実施した「自殺実態 1000 人調査」から見えてきた

「自殺の危機経路（自殺に至るプロセス）」です。 

○の中に自殺に至る要因を表し、○の大きさが大きいほど、自殺者自身がその要因を抱えていた頻度が高くなっていること

を表しています。また、矢印は要因の関連性を表し、線が太いほど関連性が強いことを表しています。 

自殺の直接的な要因では「うつ状態」が大きくなっていますが、そこに至るまでには、様々な要因が複合的に連鎖していま

す。一人の人が自殺に追い込まれるまでに、平均して４つの要因が複合的に連鎖するといわれています。 

出典：「自殺対策白書 2013（NPO法人ライフリンク発行）」 

 

現状 課題 

 

本市の自殺者数を性・年代・職業等の特性別に見

たところ、自殺者数が多いのは、「男性・60 歳以

上・無職者・同居」「女性・60 歳以上・無職者・

同居」「男性・40～59 歳・有職者・同居」となっ

ています。 

高齢者、生活困窮者、勤務・経営関係に対して重点的

な取組みが必要です。 
特に、地域での孤立を防ぐための環境づくり、生きが

いづくり対策が必要です。 

年齢階級別死因順位では、39 歳までの若年層の死

因 1 位が自殺となっています。 

原因・動機別自殺者数では、健康問題が多くなって

います。 

学校や仕事の悩み、失業、家庭の悩み、健康の悩みな

ど多岐にわたる対策が必要です。 

自殺の危機経路から考えると、生活苦や家族の不和、

過労、失業等、他の要因から「うつ状態」等の健康問

題につながっていると考えられるので、様々な要因へ

の対策が必要です。 

いのち支える自殺対策施策 


